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労 働 安 全 衛 生 法 第 7 0条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ く

健 康 保 持 増 進 の た め の 指 針 に 関 す る 公 示

健 康 保 持 増 進 の た め の 指 針 公 示 第 12号

労 働 安 全 衛 生 法 （ 昭 和 47年 法 律 第 57号 ） 第 70条

の ２ 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 事 業 場 に お け る 労 働

者 の 健 康 保 持 増 進 の た め の 指 針 の 一 部 を 改 正 す る

件 を 次 の と お り 公 表 す る 。

令 和 ８ 年 ２ 月 10日

厚 生 労 働 大 臣 上 野 賢 一 郎

１ 名 称 事 業 場 に お け る 労 働 者 の 健 康 保 持 増 進

の た め の 指 針 の 一 部 を 改 正 す る 件

２ 趣 旨 労 働 安 全 衛 生 法 第 70条 の ２ 第 １ 項 の 規

定 に 基 づ き 公 表 す る 、 事 業 場 に お け る 労 働 者 の

健 康 保 持 増 進 の た め の 指 針 （ 昭 和 63年 ９ 月 １ 日

健 康 保 持 増 進 の た め の 指 針 公 示 第 １ 号 ） に つ い

て 、 高 年 齢 者 の 労 働 災 害 防 止 の た め の 指 針 （ 令

和 ８ 年 ２ 月 10日 高 年 齢 者 の 労 働 災 害 防 止 の た め

の 指 針 公 示 第 １ 号 ） を 定 め る こ と に 伴 い 、 所 要

の 改 正 を 行 う も の で あ る 。

３ 適 用 日 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日

４ 内 容 の 閲 覧 内 容 は 、 厚 生 労 働 省 ホ ー ム ペ ー

ジ （ ht t p s : / / w w w . m h l w . g o . j p） に お い て 閲 覧 に

供 す る 。 ま た 、 厚 生 労 働 省 労 働 基 準 局 安 全 衛 生

部 労 働 衛 生 課 及 び 都 道 府 県 労 働 局 労 働 基 準 部 健

康 主 務 課 に お い て 閲 覧 に 供 す る 。


